
入札参加者　各位

件 名

場 所

担当者氏名

電話番号

FAX番号

利根町役場　財政課　契約検査係

回　　　　　　　答

　すべて撤去を想定する場合はボーリング柱状図をいただけないと撤去できるかの判断ができないため，

ボーリング柱状図の開示は可能でしょうか。

　又，開示が難しい場合は撤去可能範囲までという認識でよろしいでしょうか。

　質問がございましたので，発注担当課の農業政策課からの回答をします。

　荒井　裕二

　0297-68-2211

　0297-68-7989

質　　　 問　　　内　　　容

令和７年度　農林業近代化施設解体工事

利根町立木99番地，100番地

１．井水ポンプ撤去にあたり，ケーシングとピット共にと記載がありますが，詳細な情報がないため

現状15～20mラインまでの撤去までしかできません。

（１－回答）ボーリング柱状図はないため，設計図に基づき撤去願います。

ただし，不可能な場合根拠も示したうえ，監督員の承諾を得てください。
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